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横浜市産学共同研究センター及び 

横浜新技術創造館（リーディング ベンチャー プラザ） 

機械警備業務委託仕様書 

  

 １ 目的 

この機械警備業務は、横浜市産学共同研究センター（以下｢ＪＲＣ｣という。）及び横浜新技術創

造館（リーディング ベンチャー プラザ）１号館及び２号館（以下｢ＬＶＰ｣という。）において、

関係法令を遵守し、両施設の火災及び盗難を予防するとともに、その他の不良行為を排除し、甲の

施設部分の保全並びに円滑な運営に寄与することを目的とする。 

 

 ２ 用語の定義 

   本仕様書の用語は次のとおりとする。 

   （１）甲：     公益財団法人横浜企業経営支援財団 

   （２）乙：     機械警備業務を甲から受託する者 

   （３）保守管理者： 甲の指定する者で甲の代わりに統括的に施設を管理する者 

 

 ３ 業務契約期間   

   契約期間は次のとおりとする。 

      契約期間は令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。 

 

 ４ 警備対象物  

   警備対象物は次の施設とする。     

   （１）所在地： 横浜市鶴見区末広町１－１－４０ 

      名 称： 横浜市産学共同研究センター実験棟及び研究棟（｢ＪＲＣ｣） 

           ※ https://www.idec.or.jp/shisetsu/jrc/ 参照。 

   （２）所在地： 横浜市鶴見区小野町７５－１ 

       名 称：  横浜新技術創造館（リーディング ベンチャー プラザ） 

１号館及び２号館（｢ＬＶＰ｣） 

※ https://www.idec.or.jp/shisetsu/lvp/ 参照。 

 

 ５ 警備任務  

   警備任務は次のとおりとする。  

   （１）火災、盗難及び不良行為の拡大防止 

   （２）事故確認時における関係先への通報及び連絡  

   （３）報告書の提出 

 

 ６ 機械警備 

   乙は、既設の警備装置を使用し、業務を実施するものとする。ただし、警備装置について、乙の

  申し出により甲が特に必要と認めたときは、乙の負担において必要最小限のものを別途設置するこ

  とを妨げない。この場合において、契約の終了又は中途解約時における乙が設置した警備装置の撤

  去に伴う費用は、乙の負担とする。 

https://www.idec.or.jp/shisetsu/jrc/
https://www.idec.or.jp/shisetsu/lvp/
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 ７ 警備装置の仕様及び条件 

   警備対象箇所は、別添、機械警備装置設置場所一覧のとおりとし、警備方法は次の条件を満たす

  ものとする。 

    （１）警備装置の種類及び設置数については、別添、機械警備装置設置場所一覧に記載した既設

     のものとする。 

   （２）契約期間の初日から、遅滞なく確実に業務を開始すること。 

      なお、契約期間の初日から機械警備が開始できないと認められるときは、機械警備による

     業務が確実に開始できるまでの間は、人的警備により対応すること。 

   （３）停電及び電話不通に備え、通信回線の断線監視を行うこと。 

 

 ８ 警備運営上の権限  

   甲は、乙に対し警備業務遂行の為に必要な警備上の権限を付与するものとする。 

 

 ９ 警備実施時間  

甲からの警報装置作動開始の信号を受けたときから始まり、甲からの警報装置作動解除の信号

を、受けたときに終わる。 

   なお、警備実施時間は次のとおりとする。 

   （１）平 日： セット時～翌日解除時 

   （２）休館日： 終日とする。 

      ただし、火災の感知については、２４時間監視とする。 

 

１０ 警備実施要領  

   警備実施要領については、次のとおりとする。 

   （１）警備機構 

      ア 警備対象物で発生した異常事態を乙の事業所へ自動的に通報する機能を有する。 

      イ 乙の事業所： 乙は、警備実施時間中警報受信装置を間断なく監視するとともに、常

              に機動隊との連絡を保持する。 

      ウ 機動隊：   常に乙の事業所と連絡を保持し、警備対象物の異常事態に備える。 

 

   （２）警備開始時と終了時における取扱い 

      ア 警備開始時における取扱い 

      （ア）甲における取扱い 

               ①  甲の最終退室者は防火・防犯・その他の事故防止上必要な処置をなし、確認ラン

         プで各警報機器のセット状況を確認する。 

②  次に最終退室者は施錠した後、外部に設置したオペレ－ションタ－ミナルを 

         ＯＮ（警戒）の状態にセットする。 

       （イ）乙の事業所における取扱い 

              甲の最終退室者のオペレ－ションタ－ミナルの操作により自動的に表示される 

         ＯＮ（警戒）の信号を確認し警備を開始する。 

      イ 警備終了時における取扱い 

      （ア）甲における取扱い 
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              甲の最初の入室者は、入室前に外部に設置したオペレ－ションタ－ミナルを 

         ＯＦＦ（解除）の状態にセットする。 

      （イ）乙の事業所における取扱い 

                甲の最初の入室者の、オペレ－ションタ－ミナルの操作により、自動的に表示さ 

         れるＯＦＦ（解除）の信号を確認し警備を終了する。 

   （３）警備実施時間中における甲の入室 

      原則として認めない。ただし、やむを得ない場合のみ次の要領により行う。 

甲の届出の緊急連絡者は乙（事業所）に対し警備中断の申し入れをし、オペレ－ション 

タ－ミナルを操作した後、甲の責任において処理するものとする。 

甲の臨時入室中の警備は、甲の責任において実施する。 

 

１１ 異常事態発生における乙の処置 

   異常事態発生における乙の処置については、次のとおりとする。 

（１）警報受信装置により甲の警備対象物に異常事態が発生したことを確知したとき、乙は機動

隊を速やかに急行せしめると同時に甲の事務所に異常信号の内容を電話連絡にて知らせ異常

事態の拡大防止にあたる。 

なお、事務所とは横浜市産学共同研究センター管理事務室を指す。（TEL045-508-7450）

また、夜間休日等不在の場合は甲の指定する緊急連絡先へ電話連絡するものとする。  

（２）警備対象物に到着した機動隊は、異常事態を確認後事務所へその状況を連絡し、必要に応

じて関係先へ通報する。 

   （３）あらかじめ届出のある甲又は保守管理者の当該緊急連絡先へ連絡する。 

 

１２ 報告書等の提出 

   警備装置からの異常信号により機動隊が警備対象物に出動した場合は、乙は甲に対し出動記録を

書面にて報告するものとする。なお、出動の有無にかかわらず、警備状況について、乙は、毎月１

回、甲の指定する期日までに警備報告書として甲へ提出するものとする。 

 

１３ 鍵の預託  

警備実施に必要な鍵は、甲乙相互に預託し預託された鍵は、それぞれが厳重な取扱いと保管をな

すものとする。 

 

１４ 原状回復 

   本件機械警備業務が終了した場合、乙は、設置した警備装置一式について、乙の負担において撤

去するとともに、可能な限り原状回復工事を行うものとする。ただし、甲が認めた場合は、この限

りではない。 

 

１５ 警報装置の保守点検 

   乙は、甲の警備対象物に設置した警報装置の機能について、適宜保守点検を行うものとする。 

また、警報機器の故障等により作動に異常をきたしたときは遅滞なく警備上の安全措置を講ずる

ものとする。なお、警報機器の保守点検にかかる費用は本業務の委託料に含むものとする。 
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１６ 甲の緊急連絡者名簿の提出 

   （１）甲は、乙に対しあらかじめ緊急連絡者名簿を提出する。 

   （２）緊急連絡者名に変更のある時は、遅滞なくその都度文書をもって通知する。 

 

１７ その他 

本仕様書は、機械警備業務の概要を示すものであり、本仕様書に記載がない事項であっても、業

務の性質上当然実施しなければならない事項はもとより、甲乙が協議の上定めた事項については、

乙がその内容を周知徹底し、誠実に業務を遂行するものとする。 

 

１８ 協議事項等 

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に関して疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議の上、

文書にて取り決めるものとする。 

 


